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令和５年度第１回愛知県地域職業能力開発促進協議会 

 

開 催 日 時  令 和 5年 11月 14日 （ 火 ）  午 前 9時 30分 ～ 午 前 11時 30分 

 

出 席 者 

会  長 名古屋大学大学院 教育発達科学研究科     教 授   金 井 篤 子 

委  員 愛知県経営者協会       会員サービス部担当部長   梶 原 弘 司 

 〃   愛知県中小企業団体中央会            専務理事   佐々木靖志 

 〃    日本労働組合総連合会 愛知県連合会     副事務局長  森  尚 己 

 〃    一般社団法人 愛知県専修学校各種学校連合会  

副 会 長   成  光 雄 

 〃   社団法人 全国産業人能力開発団体連合会 

株式会社ニチイ学館 名古屋東支店        支 店 長    早 川 克 広 

 〃   愛知県職業能力開発協会         専務理事兼事務局長   市 田 和 仁 

〃      日本福祉大学           リカレント教育事業部部長   井 上 京 子 

 〃    株式会社パソナ キャリアアセット事業本部 

東海営業本部 東海営業部長  間 普 裕 一 

 〃   中部経済産業局地域経済部 地域振興・人材政策課  

   課 長   浅 野 哲 基 

 〃   独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部 

                              支 部 長   遠 藤  聡 

 〃   愛知労働局                     局   長   阿 部  充 

欠 席 委 員 名古屋商工会議所        会員サービスユニット長  坂 野 元 彦 

 〃   愛知県商工会連合会             専 務 理 事  伊 藤 雅 則 

 〃   愛知県労働局                  局   長   大嵜みどり 

代 理 出 席     〃                 就業推進監  森  英 輝 

事 務 局 愛知労働局 職業安定部              部 長   出 口 義 将 

 〃    愛知労働局 職業安定部 訓練課          課  長   近藤健一郎 

 〃          〃                            課 長 補 佐  菊 池 泰 英 

 〃         〃                  地方人材育成対策担当官   井 上 弘 士 
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 〃         〃                  地方職業指導官       松 山 泰 基 

 〃   愛知県労働局 産業人材育成課            課   長   花 木 俊 敬 

 〃          〃                 課長補佐    上 坂 哲 郎 

 〃              〃                 主 事  伊 藤 優 志 

 

議  題  

(１）公的職業訓練の実施状況について  

（２）公的職業訓練効果検証ワーキンググループヒアリング結果について 

（３）地域の人材ニーズについて 

（４）令和６年度における職業訓練実施計画の策定方針について  

 

 

【事務局（菊池）】  お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから令

和５年度第１回愛知県地域職業能力開発促進協議会を開催いたします。 

 皆様におかれましては、大変お忙しい中、本協議会に御参加いただきまして誠にありが

とうございます。 

 私は、本日、司会進行を務めさせていただきます、愛知労働局職業安定部訓練課の菊池

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本協議会の開催に当たりまして、愛知労働局長、阿部より御挨拶申し上げま

す。よろしくお願いいたします。 

【阿部委員】  皆さん、おはようございます。愛知労働局長の阿部でございます。 

 本日は、皆さん方、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。また、

日頃から労働行政の推進に当たりまして、多大な御理解、御協力を賜っておりますこと、

感謝申し上げます。本当にありがとうございます。 

 県内の雇用情勢でございますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年

９月に、直近の一番低い時期ですが、有効求人倍率が１.０２倍ということで、ほとんど

１倍ぐらいまで下がったところでございます。その後、やはり戻ってまいりまして、直近、

令和５年９月の有効求人倍率、１.３４倍となったところでございます。ただ、やはり物

価上昇、それから原材料価格、エネルギー価格の高騰といった不安定な要素がございます。

そういったものを気にしていく必要がかなりあるということでございまして、雇用情勢に
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ついては持ち直しの動きがあるという認識ではありますが、やはりそういった注視すべき

ところ、また、一部に改善の動きが見られる求人が若干滞っているといいますか、出にく

くなっている業種もあるといったようなことを注視していく必要がある状況にあるという

認識でございます。 

 能力開発関係でいきますと、政府全体としての話になります、新しい資本主義実現会議

というのが官邸の会議にございます。こういった中では、成長と分配の好循環ということ

と、それから、コロナ後の新しい社会の開拓といったコンセプトの下で、新しい資本主義

の実現に向けたビジョンを策定しているというところでございます。 

 その具体化の流れとして、今年５月に三位一体の労働市場改革の指針といったものが提

示されております。その中では、「リスキリングによる能力向上の支援」、「個々の企業

の実態に応じた職務給の導入」、「成長分野への労働移動の円滑化」といったことでの三

位一体の労働市場改革ということで、構造的な賃上げの実現を図っていくということによ

りまして、人材育成が特に重要なテーマという認識となっております。地域に必要な人材

確保を目的とした人への投資が重要であるということで取組が進められるということにな

っております。 

 後ほど事務局からも説明させていただくことになりますけれども、この愛知県地域職業

能力開発促進協議会は、昨年度から新しい仕組みとしてスタートしたというところでござ

いまして、地域の関係者、関係機関の皆様方にお集まりいただきまして、職業能力に関す

る有用な情報の共有をしっかり図った上で、地域のニーズに即した公共職業訓練の設定、

実施、それから、訓練の効果の把握、検証を行って、また、職業能力開発・向上促進のた

めの協議を行っていく、県内でのそういったものを行っていこうということで、昨年施行

された職業能力開発促進法の改正によりまして、昨年度からスタートしたということでご

ざいます。 

 本日の会議では、新しい枠組みでできましたワーキンググループでの検証結果の報告と

いうのが今回初めてさせていただくことになっております。今年度の途中経過の状況と、

それから、ワーキンググループでの聴取、検証をした内容などにつきまして情報共有して

いただいた上で、来年度の計画が、２回目のときに数字のお話をさせていただくことにな

りますけれども、そこに向けた検討の方向性について御議論いただけたらありがたいなと

いうふうに思っております。 

 委員の皆様方からは、労働市場、それから地域のニーズを踏まえた訓練系の情報など、
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また御意見などをいただければと思いますし、そういったものを次年度の訓練分野、コー

ス設定、カリキュラムに反映させていけたらいいのではないかなというふうに願っている

次第でございます。 

 皆様方には忌憚のない活発な御意見、御議論をお願いしまして、また、それを踏まえて、

次年度に向けた計画、私ども、２回目に向けて、また案を策定させていただくことになる

わけですけれども、そこに向けた、また有意義な議論の機会となりますことをお願い申し

上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局（菊池）】  ありがとうございました。 

 続きまして、愛知県労働局就業推進監、森様より御挨拶をお願いいたします。 

【森（英）委員代理】  おはようございます。愛知県労働局就業推進監の森でございま

す。 

 本日、局長の大嵜が急遽欠席ということになりましたので、代理で出席しております。

よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様には、日頃から本県の労働行政、とりわけ職業能力開発の推進に御理解、御

協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、愛知県の施策としましては、３つの高等技術専門校と愛知障害者職業能力開発校

を設置し、モノづくり系の施設内訓練及び事務・サービス系の委託訓練をそれぞれ実施し

ております。とりわけ、急速なデジタル化への対応やＤＸ化が求められており、デジタル

人材の育成、確保が喫緊の課題となっております。 

 こうした中、愛知県では、あいちデジタル人材育成支援アクションプランを策定し、中

小企業向けに新たにノーコードツールを活用した研修メニューを追加しております。また、

在職者訓練や委託訓練において、デジタル活用分野のメニューを充実し、デジタル人材の

育成に努めておるところであります。 

 一方、人材育成のための取組として、モノづくり系の人材育成の関係としまして、まず

技能五輪全国大会・全国アビリンピックが今週末から国等の主催で、愛知県国際展示場、

アイチ・スカイ・エキスポにおいて開催されます。さらに、来年、再来年には愛知県も主

催者の一員として加わりまして、史上初の３年連続で愛知県での開催ということになりま

す。本県としても、大会の開催準備等を通じて、技能尊重気運の醸成を図り、モノづくり

に関心を持つ若者を増やしていきたいと考えております。 

 また、本県が開催を目指してきました技能五輪の国際大会につきましても、１１月１０
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日に厚生労働大臣から２０２８年大会をこの愛知に招致するということが表明されました。

今後、国と力を合わせて開催地を勝ち取りたいというふうに考えておりますので、皆様の

御理解、御協力を引き続きお願いいたしたいと思います。 

 今後とも、委員の皆様からの御意見をはじめ、関係の皆様の声などを踏まえつつ、デジ

タル人材やモノづくり人材の育成に努めてまいります。 

 最後になりましたが、本日の会議が有意義なものとなりますことを祈念いたしまして、

私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【事務局（菊池）】  ありがとうございました。 

 本日の配付資料につきましては、フラットファイルにとじさせていただいておりますけ

れども、その中の配付資料一覧のとおり、資料ナンバー１－１から資料ナンバー１７、あ

と参考資料１から６までとなっております。また、机上配付資料といたしまして、中小企

業・小規模事業者人材活用ガイドライン、愛知県経営者協会様などから事前にヒアリング

させていただきました内容をまとめました地域の人材ニーズの把握、あと、令和５年度補

正予算案、制度要求、施策名、公的職業訓練によるデジタル推進人材の育成、こちらの３

点を机上配付としてさせていただいております。不足等はございませんでしょうか。もし

ございましたら、またお申出ください。 

 続きまして、委員の紹介に移ります。 

 今回、異動や新規に本協議会に加わっていただく等で、愛知労働局及び愛知県労働局を

除きまして、新たに５名の方に就任をいただいております。本来であれば、お一人ずつ御

挨拶をいただくところでございますが、時間の都合もございますので、新任の方以外の委

員の皆様につきましては、資料につけさせていただいておりますお手元の出席者名簿によ

り御紹介に代えさせていただきます。 

 それでは、新たに御就任いただきました委員を出席者名簿の順に御紹介させていただき

ます。 

 名古屋商工会議所、会員サービスユニット長、坂野元彦様。本日、坂野様は御欠席でご

ざいます。 

 続きまして、日本労働組合総連合会、愛知県連合会副事務局長、森尚己様。 

【森（尚）委員】  おはようございます。森でございます。よろしくお願いします。 

【事務局（菊池）】  株式会社パソナ、キャリアアセット事業本部、東海営業本部東海

営業部長、間普裕一様。 
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【間普委員】  間普でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【事務局（菊池）】  中部経済産業局地域経済部地域振興・人材政策課課長、浅野哲基

様。 

【浅野委員】  浅野でございます。どうぞよろしくお願いします。 

【事務局（菊池）】  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部支部長、

遠藤聡様。 

【遠藤委員】  遠藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局（菊池）】  以上５名の皆様でございます。 

 本日欠席の委員でございますが、愛知県商工会連合会専務理事、伊藤雅則様、本日御欠

席でございます。また、愛知県労働局長、大嵜様の代理としまして、先ほど御挨拶いただ

きました愛知県労働局就業推進監、森英輝様に御出席いただいております。 

 それでは、協議会の議事を進めさせていただきます。 

 ここからの議事進行につきましては、昨年度、本協議会の会長をお引き受けいただいて

おります名古屋大学大学院教育発達科学研究科の金井教授にお願いいたします。 

 それでは、金井会長、よろしくお願いいたします。 

【金井会長】  名古屋大学の金井でございます。 

 皆様の御協力を得ながらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 では、掛けて失礼いたします。 

 それでは、早速、次第の２、議題のほうに入らせていただきたいと思います。 

 まず（１）公的職業訓練の実施状況についてとなっております。愛知県、機構の順でそ

れぞれの担当部分について御説明をお願いいたします。 

【事務局（花木）】  愛知県労働局産業人材育成課長の花木でございます。 

 それでは、資料１－１の左側の愛知県の欄を御覧ください。 

 離職者向けの公共職業訓練の令和４年度実施状況でございます。 

 愛知県では、離職者向けの訓練といたしまして、施設内訓練と委託訓練を実施しており

ます。 

 まず、委託訓練につきましては、営業、販売、事務の分野の訓練のほかにも、ＩＴ分野

の訓練ですとか介護・福祉業界への就職を目指す方への支援ということで、介護・医療・

福祉分野の訓練についても実施するなど、幅広い分野の訓練を実施しております。 

 令和４年度の実施状況ですけれども、合計欄にございますとおり、２６７コース、定員
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４,７３３人に対して受講者数３,１８８人、就職率７７.２％でございまして、前年度と

比較をいたしますと、受講者数で５８０人減少しておりますけれども、就職率に関しては

１.３％上昇しているという結果でございます。 

 次に、資料をおめくりいただきまして、施設内訓練ですけれども、名古屋校、岡崎校、

東三河校の県内３校の高等技術専門校におきまして、総合造園科といった農業分野ですと

か、金属加工科、電気機器科、陶磁器科といった製造分野、それから建築総合科といった

建設関連分野の訓練を実施しております。 

 この実績は、合計欄にございますとおり、延べ１８コース、５１０人の定員に対し受講

者３５２人、就職率は８４.５％でございまして、前年と比較をいたしますと、受講者で

１７人と若干増加し、就職率も若干増加して０.２％上昇しているという結果でございま

す。 

 次のページに移りまして、資料２、それから資料３の上段については、それぞれ、愛知

県における在職者訓練及び学卒者訓練の令和４年度の実施状況となっております。 

 また、資料４についてですけれども、こちらのほうに関しましては、障害者に対する公

共職業訓練の令和４年度の実施状況となっております。 

 続きまして、資料５を御覧いただきたいと思います。 

 前回の協議会で御承認をいただいた令和５年度愛知県地域職業訓練実施計画、参考資料

５に沿って令和５年度の訓練を実施しているところでございます。 

 具体的な実施状況でございますけれども、令和５年度４月から９月までの公共職業訓練

の実施状況を資料５のほうに記載させていただいております。委託訓練の欄を見ていただ

きますと、合計欄にございますとおり、１３０コース、定員２,１８１人に対して受講者

数１,５８２人、充足率７２.５％でございまして、前年同期と比較しますと受講者が１割

ほど減少しているという状況でございます。 

 次に、資料の裏面を御覧いただきたいんですけれども、令和５年度の４月から９月まで

の施設内訓練の状況を記載しておりますけれども、１２コース、定員３３０人に対して受

講者２４３人で、定員充足率は７３.６％となっております。前年同期と比較をいたしま

すと受講者数が若干減少しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

【遠藤委員】  雇用支援機構愛知支部の遠藤です。よろしくお願いいたします。 

 私からは、求職者支援訓練と当機構で設置、運営をしておりますポリテクセンター中部
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と名古屋港湾労働分所の公共職業訓練の実施状況について御説明をさせていただきます。 

 資料ナンバー１－１を御覧いただきたいと思います。 

 右側の欄に求職者支援訓練の実施状況を記載させていただいております。 

 求職者支援訓練につきましては、民間の訓練実施機関が主体となって行う訓練ですけれ

ども、当機構におきましては、実施機関が行う訓練の認定、あと訓練の実施状況確認や実

施機関に対する相談・支援を行っているところでございます。 

 訓練実績といたしましては、下から２段落目の合計欄に記載のとおり、受講者数は１,

３１６人となっておりまして、令和３年度から約５００人増加しているところでございま

す。 

 女性の受講者数を右側のほうに記載しておりますけれども、９８２人となっておりまし

て、女性の割合は７５％と、昨年度より若干増えている状況でございます。 

 受講者増の要因といたしましては、認定件数の増加が挙げられますけれども、資料への

記載はございませんけれども、令和３年度の約１.３倍の１０５コース、２,０７９人の認

定を行ったことが主な要因と考えております。一方で、認定した１０５コースのうち１０

コース、約１割のコースで応募者が少なく、中止になっております。令和３年度より中止

したコース数は減少しておりますけれども、課題と捉えているところでございます。 

 就職率につきましては、右のほうに記載をさせていただいておりますけれども、基礎コ

ース、実践コースに分けまして、実践コースは分野ごとに記載をさせていただいておりま

す。 

 続きまして、次のページの右側の欄を御覧いただきたいと思います。 

 機構愛知支部の施設内訓練といたしまして、ポリテクセンター中部と名古屋港湾労働分

所での離職者訓練の実施状況になります。 

 ポリテクセンター中部での訓練といたしましては、機械、電気・電子、建築関係といっ

たものづくり分野を中心に実施させていただいておりまして、分野といたしましては、製

造分野で、電気制御エンジニア科などにおきまして２５コース、建設関連分野で住宅診断

ＣＡＤプランナー科の６コース、その他分野で１０コースの計４１コースを実施している

ところでございます。 

 また、名古屋港湾労働分所では、建設関連分野でクレーン運転科の２コースとその他分

野の３コースの計５コースを実施させていただいているところでございます。 

 訓練実績といたしましては、下から２段落目の合計欄に記載をさせていただいていると
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おり、受講者数は５７２人となっておりまして、定員充足率といたしましては８９.１％

と、昨年度とほぼ同水準の状況になっております。 

 なお、女性受講者数を右側に記載しておりますけれども、１７８人であり、女性の割合

といたしましては３１％と、昨年度より若干増えている状況でございます。就職率につき

ましては８６.９％と、昨年度と同水準となっております。 

 それから、一番下の欄に参考といたしまして、デジタル分野の実績を記載させていただ

いておりますけれども、ＩＣＴ生産サポート科など計４科、９コースを実施しているとこ

ろでございます。 

 以上が令和４年度の実施状況についてでございます。 

 続きまして、資料ナンバー２を御覧いただければと思います。 

 令和４年度の在職者訓練の実施状況について御説明をさせていただきます。 

 下の段が機構愛知支部の訓練実績となりますけれども、ポリテクセンター中部におきま

しては、右の欄の主な科目名に記載をさせていただいております、機械、電気・電子、居

住関係の在職者訓練を実施させていただいております。受講者数といたしましては４,８

１２人と、令和３年度から約５００人増加しているところでございます。 

 また、名古屋港湾労働分所では、港湾企業に従事される方を対象として、港湾荷役機械

運転関連の技能講習を主に実施させていただいておりまして、受講者数は２９６人と、令

和３年度から約４０人増加しているところでございます。 

 コロナ禍において、企業では従業員への外部研修の受講を控えていたところでございま

すけれども、令和４年度になりまして、徐々にですけれども、通常ベースに戻す動きが進

んできているところでございます。 

 続きまして、資料ナンバーの５を御覧いただければと思います。 

 令和５年度の公的職業訓練の実施状況についてでございます。 

 右の欄に令和５年９月末現在の求職者支援訓練の実績を記載しております。下から２段

落目の合計欄に記載のとおり、受講者数は全体で７１３人となっており、昨年度同時期と

比べて約１割増加しているところでございます。 

 女性受講者数は、右側に記載しておりますけれども、５５１人で、女性の割合は７７％

と、令和４年度より若干増えている状況でございます。 

 受講者増の要因といたしましては、受講申込みの増加に伴う定員充足率の改善と、中止

コースの減少が挙げられるところでございます。 
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 続きまして、次のページの右側のほうを御覧いただければと思います。 

 令和５年９月末現在の離職者訓練の実施状況になっております。本年度の計画といたし

ましては、昨年度とほぼ同規模の計画とさせていただいておりまして、９月末までの定員

充足率といたしましては全体で９４.３％と、昨年度の同時期より若干上がっている状況

でございます。 

 なお、女性の受講者数といたしましては１０１人となっておりまして、女性の割合は３

４％と、令和４年度とほぼ同じ割合の状況になっております。 

 私からの御説明は以上となります。 

【金井会長】  ありがとうございました。 

 そうしましたら、質疑につきましては、次の議題が終わった後にまとめて設けさせてい

ただきたいと思います。 

 続いて、（２）公的職業訓練効果検証ワーキンググループヒアリング結果ということで、

先ほど局長さんからも御紹介がありましたが、事務局から御説明をお願いします。 

【事務局（近藤）】  愛知労働局訓練課の近藤です。 

 御説明いたします。 

 着座にて失礼いたします。 

 資料ナンバーは８になります。資料ナンバー８の「令和５年度公的職業訓練効果検証ワ

ーキンググループヒアリング結果について」を御覧ください。 

 まず表紙に、営業・販売・事務分野、デジタル分野と記載されております。その下の１

ページ目のスライド、「公的職業訓練効果検証ワーキンググループについて」に、目的、

検証手法、検証対象コースの選定が記載されておりまして、目的としては、ワーキンググ

ループは適切かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて、訓

練修了者や採用企業からのヒアリングも含め、訓練効果を把握、検証し、訓練カリキュラ

ム等の改善を図ることとするというものです。 

 検証手法として、訓練の修了者、訓練修了者の採用企業及び訓練実施機関に対するヒア

リングにより行うものとされています。 

 検証対象コースの選定は、あらかじめ協議会で対象となる訓練分野を選定しておくこと

となっておりまして、具体的には、一番下の黄色い網かけの枠の中、昨年度３月に行われ

ました第２回協議会におきまして、営業・販売・事務分野で実施することと決定し、その

中でも経理（会計）事務に該当するコースで、訓練実施機関――委託訓練で２機関、求職
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者支援訓練で１機関を選定しまして、ヒアリングを実施しました。 

 なお、今回はやはりデジタル分野についても実施しようということで、参考として、デ

ジタル分野についても委託訓練の２コースを対象にヒアリングを実施しました。 

 スライドの２ページ目を御覧ください。 

 対象とした訓練実施機関の内訳です。 

 県の委託訓練で２機関、求職者支援訓練で１機関ですが、委託訓練では、企業実習、Ｏ

ＪＴとＯｆｆ－ＪＴを組み合わせて実施する日本版デュアルシステム対応型訓練の６か月。

また、求職者支援訓練では、就職に関する基礎的な知識や技能を習得する基礎コースと専

門的な技能を習得する実践コースの２種類が求職者支援訓練にはあるんですが、そのうち

実践コース、３か月のコースです。コース内容は記載されておりますとおりで、主に簿記

会計、税務会計等の経理事務関係の知識、技能を学ぶものとなっています。 

 スライドの３ページと４ページ目に訓練修了者の声を掲載しております。 

 ヒアリングした項目としては、コースを選定した理由、役に立ったカリキュラム、逆に

就職後にあまり生かされなかったカリキュラム、学んでおくとよかったと思うスキルや技

能を聞いていまして、まとめとして、訓練コース選定時点で訓練修了後の自身の就職イメ

ージができており、その目標を持って訓練を受講している。訓練受講後のカリキュラムに

対する意見として、ビジネスＰＣ演習はエクセル演習の比率を多くし、簿記演習は簿記知

識や会計ソフト演習を充実することが求められる傾向がありました。 

 また、スライドの４ページでは、訓練期間中に実施されたキャリアコンサルティングの

効果について、また、訓練に対する意見を掲載していまして、まとめとして、キャリアコ

ンサルティングについては有効との声が多かった。一方で、相談時間の弾力的対応、担当

キャリアコンサルタント等との継続的相談が望まれる傾向がありました。訓練カリキュラ

ムについては、会計制度の改正等に対応する等、情勢を意識した内容が望まれています。 

 スライドの５ページと６ページ目に採用企業の声を掲載しています。 

 求人募集の際に応募者に期待していたスキルやレベル、採用後に役に立ったカリキュラ

ム、訓練で習得しておくと望ましいスキルや技能について聞いておりまして、インボイス

制度、電子帳簿保存法についてのカリキュラムが必要といった、最新の現状に即したもの

が必要という声がありました。 

 一番下のヒアリングのまとめでは、汎用性の高い会計ソフトの演習をしておくと実務に

役立つ、実習で作業してもらうと、スキルのほか、人間性やコミュニケーション力も分か
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るので、採用の際に判断しやすくなる。簿記について理解していることが望ましく、会計

事務所などで専門的に作業するには日商簿記２級を取得しているとよいといった声があり

ました。 

 ６ページ目にあります今後の業況を踏まえた訓練に対する意見につきましては、記載の

とおりです。詳細はここでは省略をさせていただきます。 

 スライドの７ページから９ページ目に訓練実施機関の声を掲載しています。 

 ７ページの訓練内容などで工夫している点のまとめを御覧いただきますと、訓練対象者

の違いから目指すスキルやカリキュラムの内容、時間配分を考慮し設定している。Ｗｅｂ

会議ツールを活用したカリキュラム等を取り入れている。訓練実施時期については、年度

末、初めなどの労働市場の動きに連動した就職活動時期なども考慮しているといった声が

あり、８ページのキャリアコンサルティング実施状況のまとめを御覧いただきますと、コ

ロナ禍によりＺｏｏｍを活用した相談を実施したことが、面接の場面、就職後にオンライ

ン会議などの役に立つ。相談時間が制約されることから、講師も含め、ふだんの受講態度

や出欠状況に気配りし、孤立者が出ないようにしているといった工夫をしているといった

声がありました。 

 ９ページ目の訓練実施機関から国や訓練認定機関に対する要望意見では、経費増大も踏

まえた委託費、奨励金の引上げをはじめとした金銭的な要望が多くを占めました。 

 スライドの１０ページ目にヒアリング結果のまとめを掲載しています。今御覧いただい

た各項目の声について、このようにまとめました。時間の制約もありまして、詳細な紹介

は省略をさせていただきます。 

 スライドの１１ページ目以降は、デジタル分野についてのヒアリング結果を掲載してお

ります。 

 県の委託訓練の２つの機関に対してヒアリングを行っています。それぞれ６か月と３か

月の訓練になりまして、いずれもシステムエンジニアとしての就職を目指すコースです。 

 スライドの１２ページ目に訓練修了者の声を掲載しています。 

 先ほどの営業・販売・事務分野と同じ項目をヒアリングしておりまして、まとめとして、

受講生の意義、習得度の差に開きがある。習得すべきカリキュラムが多く、受講生のレベ

ル差が大きいと事業の進捗に影響が出てしまう。就職後は専門的な知識を問われる業務に

就くため、最近使用されている等の実践的なカリキュラムが望まれているといった声があ

りました。 
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 スライドの１３ページと１４ページ目には採用企業の声を掲載しています。 

 求人募集の際に応募者に期待していること、プログラミングの基礎は必須であり、プロ

グラムを「読める」、「書ける」、「説明できる」ことが望まれている。システム開発は

チーム開発であるため、オブジェクト指向、報連相といった基礎的なコミュニケーション

能力も必要。プログラミングの基礎が求められる一方、業務に速やかに移行するために、

「テスト手法」や「最近の技術、（実用的な技術）」についての知識も求められるといっ

た声がありました。 

 次の１４ページ目の今後の業況を踏まえた訓練に対する意見については記載のとおりで

ございます。詳細は省略をさせていただきます。 

 スライドの１５ページ目には、訓練実施機関の声を掲載しています。 

 訓練実施のための工夫点について記載をしておりますが、これについても詳細の御紹介

は省略させていただきます。 

 スライドの１６ページ目にヒアリング結果のまとめを掲載しておりますけれども、こち

らについても詳細な紹介は省略をさせていただきます。 

 最後のスライドの１７ページ目に、効果検証を踏まえた次年度以降の改善策等を掲載し

ております。 

 まず、営業・販売・事務分野においては、新たな制度や法改正に対応したカリキュラム、

（インボイス制度、電子帳簿保存法等）の推奨、営業・販売・事務分野（経理・会計事務

系）を実施する（している）訓練実施施設へヒアリング内容のフィードバックを行います。 

 デジタル分野につきましては、デジタル分野を実施する（している）訓練実施施設へヒ

アリング内容のフィードバック、ＤＸスキル標準を活用したカリキュラムの推奨、「設

計・管理」業務を担える人材育成のためのコース設定の検討を行います。 

 また、分野共通の部分では、キャリアコンサルティングや訓練期間中の職業相談に関し

て、全ての訓練実施施設へフィードバック、労働局及びハローワークにおいて情報共有を

実施します。 

 資料ナンバー８については以上です。 

 次にあります資料ナンバー９を御覧ください。 

 昨年度の協議会におきまして、応募倍率が高く、それに比して就職率が低い分野として

挙げられておりました理美容分野についても、今回、独自に調査、ヒアリングを実施しま

した。 
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 まず、上の左側の表で表される理容・美容関連分野の認定規模の全体に占める割合と、

右側の表のエステティシャン・ネイリストの有効求人数、求職者数の全体に占める割合に

はかなりの乖離が見られました。 

 また、実施状況を見ますと、正社員以外への就職が多くを占めており、就職後の離職者

の割合が相当割合に上っているという結果になっております。 

 検証結果として、一番下なんですが、受講申込み前に訓練修了後の就職について具体的

なイメージを持つことが重要。それから、雇用情勢に即した訓練コース数、定員数の設定

が必要、としております。 

 以上で説明を終わります。 

【金井会長】  ありがとうございました。 

 いずれの御発表も非常に要点を得た簡潔な御説明だったかなというふうに思います。 

 これまで御説明いただいた内容につきまして、御質問を含めて御発言いただければとい

うふうに思います。いかがでしょうか。 

 それじゃ、私のほうから。確認なんですけれども、先ほどのヒアリングの結果なんです

が、そうすると、これは令和４年のコースについてヒアリングしたということでよろし

い？ 令和５年の開校のものでしょうか。 

【事務局（近藤）】  主に令和４年度、昨年度のものになります。 

【金井会長】  令和４年度ですよね。ありがとうございます。 

 それで、最初のほうですと、委託訓練２機関と求職者支援訓練１機関ですから、全部で

３機関についてヒアリングをしたと。ヒアリング対象はそのうち２名、１名、２名という、

そういう内容になっていて、その方々の意見をまとめていただいたということですよね。

ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。お願いします。 

【浅野委員】  経済産業局でございます。 

 御説明ありがとうございます。 

 訓練を受ける前に、就職率の話も出ておりましたが、どういったぐらいの賃金が想定さ

れるよというような、具体的なその人に即した、これが終わるとどういうふうになるとい

うのを示されているかどうかというのを教えていただきたいなというのが１点でございま

す。 

 というのは、今、最後に、理容・美容分野のお話がありましたけれども、そこに確認事
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項で、受講者の中で離職理由というのは賃金とあって、やっぱりどちらかというと賃金水

準が低いのかなという業界なのかなと。応募はあるけれども就職率が低いというのはそこ

にあるような気がしていて、訓練を受ける方があらかじめ、これぐらいの生活ができるん

だというのをイメージできるような形になっているかどうかというのを教えてください。 

【事務局（近藤）】  通常、訓練を受講される場合には、ハローワークで綿密な職業相

談のほうを行ってまいります。訓練の過程でもキャリアコンサルティングを行ってまいり

ますけれども、個別の求職者単位では、その求職者の方によって、実際に受けられる職種

についての希望、それからレベルもあるものですから、相談している中でもうまくいく場

合もあれば、少し時間がかかるという場合もございます。 

 ただ、就職支援をするに当たり、今御指摘がありました、そもそもその訓練を申し込む

に当たっての仕上がり像を明確にして申し込んでいただくためのキャリアコンサルティン

グの充実というのは必要だと思いますし、また、その訓練期間中の施設、ハローワークで

の職業相談の充実というのも重要だと思います。そこの部分がもし足りないとするならば、

そういったところの充実も私どものほうで図ってまいらなければならないというふうに思

っております。そういったところも検討の材料として今回理解をさせていただきたいと思

います。ありがとうございます。 

【浅野委員】  ありがとうございます。 

【事務局（出口）】  もう一点、事務局から補足をさせていただきます。 

 業界の賃金の水準をというところもおっしゃられておりましたけれども、今、比較的容

易なｊｏｂ ｔａｇという検索ツールがございまして、それは愛知県、日本どこでもその

業界の賃金の水準を一定程度お示しするものがありまして、例えば理美容でも製造業でも、

そういったところの部分の賃金水準は、平均的なものにはなるんですけれども、そういっ

たところもお示ししつつ、最終的に職業訓練の指示をさせていただいているというところ

がございますので、追加で補足させていただきます。 

【金井会長】  ありがとうございます。 

 応募者は非常に多くて、でも、カルチャースクールのような印象になってしまっている

のではないかということはかなり前から御指摘のあったところで、そういったようなとこ

ろをどのようにしていくのかということを今回特に調べていただいたかなというふうに思

います。 

 御指摘のとおり、趣味でやっているならいいんですけれども、でも趣味だと今回のこの
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事業の趣旨に合わないわけですし、そこがなかなか難しいところなのかなというふうに思

います。 

 例えば、エステティシャンやネイリストなんかですとかなり幅があるんじゃないかなと

いうふうに思いますよね。成功されている方から、それから一般の従業員からというよう

なことで、そうすると、その辺のどこを狙っていくのかみたいなところも、キャリアコン

サルティングですとか、そういうようなところで丁寧にイメージしていっていただくとい

うのが、今御指摘があったように、重要なところなのかなと思いました。ありがとうござ

います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 お願いします。 

【佐々木委員】  愛知県中小企業団体中央会でございます。 

 １つお聞きをしたかったのが、離職者訓練が終わった方を、これ、求職をしている企業

さんとマッチングをされると思うんですけど、それをどんなふうにやられているのかなと

思いまして。 

 と申しますのは、私ども、毎月、会員企業さんにアンケートを取っているんですけど、

最近、やはりコロナが終わって経済活動が活発化して、業種、業態にもよりますけれども、

やっぱり人手が不足して受注を断っているというような組合さんの声もたくさんございま

す。そうした中で、こうした離職者の方とそういう求人をしている企業とはどんなふうに

マッチングをされているのかなと。そこがうまくつながっているのかどうかというのをお

聞きしたかったんですけれども。 

【事務局（近藤）】  ありがとうございます。訓練受講者、また、修了者、求職者の皆

様につきましては、担当者制も含めて丁寧な相談をさせていただくようにハローワークの

ほうでさせていただいております。 

 それから、求人サイドで見ますと、訓練修了者の方向けの求人というものを設けており

まして、求人者の方にもお願いをしまして、訓練修了者の方をぜひ採用いただきたいとい

うことでお話をしまして、そういったことが検索の際に求職者の方に分かるような求人を

作って提供させていただいているというところもございます。 

 そういったところも含めて、各種の窓口ではそういった求人も含めて御案内を差し上げ

て、それから個別担当者制によって、足りないところ、また、さらにその足りないところ

をキャリアコンサルティングも含め提案等をさせていただいて、就職に結びつけるような



 -17-

ことをやっているというのが現状でございます。 

【佐々木委員】  ありがとうございます。多分、僕の想像なんですけど、募集をするほ

うも、募集しても応募者が何もないというようなところも多いんですけど、多分それはホ

ームページとか何かで募集をするだけで終わっちゃっているところもあると思うので、な

かなか求人者の方にこの企業というのが伝わっていないところもたくさんあると思います

ので、何かそうした求人をしている企業あるいは組合、そうしたものを求人の方に、求職

されている方にもう少しつながるような、そんなことを何かお互いに連携して、企業を知

ってもらうと。多分、中小企業さんですと、皆さん、知らない企業さんもたくさんありま

すので、その企業そのものを知ってもらうというようなことまで連携をして何かやらさせ

ていただければと思います。 

 以上でございます。 

【金井会長】  ありがとうございます。非常に重要な御提案かなというふうに思います。

そういった就職先の問題で、就職率が７０％とか８０％になっておられるところもあるか

なというふうに思いますので、そういった何か出会いの場というようなことができるとよ

ろしいですよね。 

 佐々木委員とされると、これだけの方が訓練されているのに会員企業さんに回ってきて

いないなと。 

【佐々木委員】  そうですね。というか、多分それは会員企業さんのほうの求人の仕方

といいますか、そういうのもちょっと弱いところもあるんだと思いますので、そこを上手

に何かお互いに、今言われたような出会いができるような、例えば、我々の希望するよう

な企業さんのデータをお渡しして、それをそういう求職される方に見ていただくとか、何

かそんなような工夫ができればもう少し変わってくるのかなと思うんですけれども。 

【金井会長】  ありがとうございます。卒業式前に皆さんでお邪魔して企業説明会をす

るとか、ありますよね。ありがとうございます。なかなかいいアイデアなのではないかと

思います。御指摘ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 そうしたら、あともう一点、私のほうからなんですけれども、資料の５を拝見しますと、

愛知県さんも、機構さんも、応募倍率は結構超えているんですけれども、最終的に定員充

足率が１００を割っているという形なので、これは基準に達していない人がたくさん応募

されちゃっているとか、１００％にしていても目減りしてしまう――そういうことはよく
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あるわけですけど――とか、そうして目減りしたときに補欠の人を入れるとかというよう

な形で定員充足率を上げる手もあるのかなとか、どうしてそうなっているかが分からない

ので思いつきなんですけれども、その辺、検討されておられれば教えてください。 

【事務局（花木）】  応募に対して充足率が低いというお話なんですけれども、これ、

コースによって定員を大きく上回る応募があるコースと、定員に達しないけれども、例え

ば定員２０で募集をしているんですけれども、定員に対して１０人しか応募がないと。あ

まり、ある程度の人数が集まらないと運営しても赤字になるので、最低開講人数というの

をあらかじめ決めております。それを下回る場合が中止なんですけれども、設定した数字

よりも多く来ていると一応開校しないといけないということで、定員が割れていても、選

考試験をして、能力が達していれば合格ということになるんですけれども、一部のコース

では定員、例えば２０に対して１０しか来ていないけれども、一部のコースに対しては定

員２０に対して倍ぐらい来ているとかというところがあったりして、必ずしも全部が平均

して来ているわけではないので、応募と充足率にちょっとギャップが生じているというと

ころです。 

 あと、応募が多いなら余分に受け入れてやったらどうかというお話なんですけれども、

それに関しては、もともと訓練施設側の施設面で受入れがやっぱり定員までしか受け入れ

られないというのが基本的にあるので、そこはなかなか難しいかなと思っておりますけれ

ども。 

【金井会長】  ありがとうございます。定員以上に受けろと言っているわけじゃないん

ですけれども、目減りする場合が多いので、その分だけ。大学の定員もそうなんですけれ

ども、読むという、そういうのがありますよね。 

 それで、今お話を伺って分かりました。各分野にもコース数があって、コースによって

は定員を超える応募があるけれども、コースによっては足りないみたいな、そういうよう

なことが起こって、足りない場合、中止かどうかということも出てくるという話になるわ

けですね。そういうことからすると、あれですか、いわゆるミスマッチの問題というか、

コースと、それから希望されている方とのミスマッチみたいなことも少し調整の対象にな

るのかなというふうにちょっと思いました。勝手な考えですけれども。そういったところ

で、全体の応募率が整っていくというか、そういったことが期待されるのではないかなと

いうふうにちょっと思いました。 

 機構さんのほうでは御事情はいかがですか。 
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【遠藤委員】  機構のほうでは、求職者支援訓練では認定ということで、募集につきま

しては、施設内訓練のほうでの取組についてのお話になるかとは思うんですけれども、私

どもでも、先ほど県のほうからもお話がありましたように、コースによってはやはり応募

が高いところと若干充足が満たされないというところもありますけれども、第１希望と第

２希望をお聞きをさせていただいて、第１希望のほうで多い場合には第２希望のほうでど

うでしょうかということもさせていただいているところでございます。 

 それから、応募が終わった後に就職が決まって辞退されるような方もいらっしゃいます

ので、どうしても１００％というのはなかなか難しい状況ではあるところです。定員を超

える募集があった場合には可能な限り受入れをさせていただくという取組もさせていただ

いているところでございます。 

 以上でございます。 

【金井会長】  ありがとうございます。応募した後に就職が決まったということになれ

ば、それはそのほうがよろしいかなというような理由かなというふうに思いました。あり

がとうございます。 

 ほか、よろしければ次のほうに移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。もし何か

また出てきたら、後の時間で御発言いただければと思います。 

 続いて、議題の３、地域の人材ニーズについてということで、まずは事務局から御説明

をお願いいたします。 

【事務局（花木）】  それでは、資料１０のほうを御覧ください。 

 愛知県におけるデジタル人材育成に関する取組について説明をさせていただきます。 

 愛知県が２０２１年度に実施しました調査によりますと、県内のデジタル人材は約７万

人不足しておりまして、そのうちユーザー側で６万人不足しているという結果が出ました。 

 そして、製造業を中心とする中小企業ではデジタル人材が質、量とも不足していること、

それから、働く人や離転職者に対するデジタル技術の習得、学び直しをする機会が不足し

ていること、それから、未来の産業を担うデジタル人材の育成が必要であること、といっ

た課題が浮かび上がってきました。 

 こうした状況を受けまして、２０２２年３月に「あいちデジタル人材育成支援アクショ

ンプラン」を策定しまして、中小企業への支援、離転職者への支援、未来の産業を担う人

材への支援という３つの柱を打ち立てまして、施策を実施しております。 

 まず、中小企業への支援ということですけれども、所属長などのリーダーや一般社員と
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いった階層別研修を実施しております。具体的には、ミドル層向けには育成部門のリーダ

ーを対象にデジタル人材の育成手法や指導方法を習得する研修、それから、事業部門のリ

ーダーを対象にデジタル技術を活用したビジネスプランの立案手法を学ぶ研修を実施して

おります。一般社員向けには、基礎的なデジタル知識を習得する研修や、企業内の蓄積デ

ータを分析し活用できるスキルを習得する研修のほか、今年度、新たにプログラミングの

知識がなくてもアイコン操作等でアプリ開発ができるノーコードツールの活用スキルを習

得する研修を実施しております。 

 階層別研修は、総定員１,６８０人で実施をしております。 

 高等技術専門校で実施しております在職者訓練では、年間定員１,６００人のうち８５

０人をＩＴＯ、ＲＰＡ、データ活用など、デジタル技術を習得するコースの定員として実

施をしております。 

 社内のデジタル人材育成研修を検討している中小企業に対しましては、専門家を派遣し、

企業の目的、ニーズに応じた研修カリキュラムを作成し、研修の実施から修了後のフォロ

ーアップまでの伴走支援を１０社に対して実施しております。また、デジタル人材を育成

したいけれども何から始めていいか分からないとか、どんなスキルを身につけさせるか分

からないといった悩みを抱える中小企業に対しては、専門家を派遣し、助言指導を行うア

ドバイザー派遣を延べ２４０回実施することとしております。 

 １枚めくっていただきまして、裏面に移りまして、離転職者への支援ですけれども、県

立岡崎高等技術専門校において、昨年度より３Ｄモデリング科を開設しておりまして、３

次元ＣＡＤ／ＣＡＭ、３Ｄプリンタを活用した部品の設計、製作を行える人材を育成して

おります。 

 また、２０２５年度には、ＩｏＴ技術を利用した製造設備における工場の自動化や産業

用ロボットの基礎的な知識と技能を習得するロボットシステム科、これは仮称ですけれど

も、そちらを新設する予定でございます。 

 雇用セーフティーネット対策訓練におきましては、今年度、２８５コース、５,１６６

人の規模で訓練の計画をしておりまして、そのうちデジタル活用分野、これは事務系の分

野も含みますけれども、１６６コース、３,１９８人ということで、全体の過半数を占め

る規模でデジタル活用分野のコースを計画しているところでございます。 

 さらに、経営者協会さんと共同でデジタル人材育成のためのカリキュラムを開発いたし

まして、基礎が身につくＩＴビジネス科というのと現場で役立つプログラミング科という
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２つの訓練を実施しております。 

 基礎が身につくＩＴビジネス科ですけれども、こちらはビジネスで必要となるＩＴの基

礎的な知識、能力を身につけ、企業の業務分析ですとか業務改善が提案できる人材を育成

するという４か月の訓練となっております。 

 現場で役立つプログラミング科というのは、基礎的なプログラミング能力やデータベー

スに関する知識を身につけて、システムの開発のプロジェクトの一員になれる人材を育成

するということで実施をしております。こちらのコースは、企業側には訓練生の能力を見

極めてもらいまして、訓練生側には企業の雰囲気や実際の仕事を体験してもらうことによ

って就職のミスマッチを防ぐということを目的に、今年度から新たに１か月の職場実習を

付与して５か月の訓練ということで実施をしております。 

 最後に、未来の産業を担う人材への支援ですけれども、デジタル教材として人気の高い

ロボットを活用し、デジタル技術への興味を深めてもらい、未来のデジタル利活用人材の

育成につなげるため、小中学生を対象に、ロボット製作とプログラミング制御を競い合う

競技大会、Ｊｕｎｉｏｒ Ｓｋｉｌｌｓ「アイチータ杯」と名づけて実施しておりますけ

れども、こちらの大会を開催しております。 

 小学生の部は、教育向けのマイコンボードであるマイクロビットというのを使って簡単

にできるプログラミングを行い、そのロボットをコース上で走行させ、ゴールまでの走行

タイムや課題をクリアして獲得するポイントで競い合いを行いました。 

 中学生の部に関しましては、レゴブロックを使って、３人１組のチームで協力して自立

動作ロボットを作成し、ロボットの走行によるポイントを競い合うとともに、どのような

考えでロボットの動きなどを設計したのかをプレゼンテーションさせるという部門、ロボ

ット走行部門とプレゼンテーション部門というそれぞれの部門で審査をし、優秀なチーム

を表彰いたしました。 

 以上でございます。 

【事務局（近藤）】  続きまして、訓練課の近藤でございます。御説明をいたします。 

 資料ナンバーの１１、人材育成のご相談窓口はこちら！というＡ３の表裏の資料のほう

を御覧ください。これは私ども愛知労働局で作成をしているものです。 

 現在、愛知労働局では、昨年度に引き続きまして、企業の人材育成、人への投資を推進

するため、雇用する労働者に対しまして、職務に関連した訓練を実施する場合に、訓練経

費、訓練期間中の賃金の一部を助成します人材開発支援助成金の活用勧奨を強力に実施す
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ることとしておりまして、これは労働局の事業主アドバイザーが主に使用しまして、企業

や事業主団体様などを訪問しまして、活用の御案内をする際に使っております。また、ハ

ローワークにも備えつけています。最近では、愛知県主催のセミナーなどで講師をさせて

いただく際にも使用しているリーフレットです。 

 そもそも人材育成といいましても何をしたらいいのかという事業主さんが訪問をします

とまだまだ多いという状況がありますので、愛知県産業人材育成支援センターをはじめ、

原則無料の支援相談窓口の御案内をさせていただき、まず、これらの窓口等で御相談をい

ただいて、訓練や研修の方向性、計画の概要が明確になってきましたら、改めて助成金の

御説明もさせていただきますよといったような形で御案内をしている、各種の窓口、紹介

先等を御案内しているものということになります。 

 また、資料ナンバーの１２、「ＤＸ推進に関する支援制度・補助金等のご案内」につき

ましては、これは愛知県産業人材育成課のほうで作成をされております「ＤＸ推進に関す

る支援制度・補助金等のご案内」というリーフレットになります。ＤＸ推進関係に限定し

た窓口や補助金、助成金の御案内リーフレットとなっていまして、現在、私ども愛知労働

局でも事業所等の訪問の際に持参をして活用させていただいております。 

 後ほど、中部経済産業局の浅野課長からも資料の御紹介をいただくことになっておりま

すが、昨年度から、人材育成を行う事業主向けに、国や自治体をまたいだ窓口、助成金の

案内のようなものがあるとよいという御意見を委員からもいただいておりまして、そうし

た御意見も反映したものになろうかと考えております。 

 次に、資料のナンバー１３、地域ごとの開講数と、資料ナンバー１４、ＷＥＢデザイナ

ー養成科、令和５年１２月２２日開校についてなんですけれども、昨年度の協議会におけ

る課題の１つとして、訓練開講の地域の偏在というものがありました。資料ナンバー１３

の表を御覧いただきますと、委託訓練と求職者支援訓練の令和４年度におきましても、県

内４地域のうち名古屋地域がコース数、定員ともに突出して多いという状況になっていま

す。これは訓練を実施できる施設がやはり名古屋に多いというところがありますので、一

定やむを得ないところではありますが、他の地域におけるニーズを十分に満たしているの

かということになります。 

 昨年度から引き続き御就任をお願いしている委員は御存じかと思いますが、令和３年度

は、特に東三河地域での求職者支援訓練のコース数がゼロでした。これを踏まえまして、

各機関で尽力をしまして、引き続き名古屋地域の訓練開講が多いものの、徐々に他の地域
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でも開講数が増加をしております。 

 資料ナンバーの１４は、特に課題となっております東三河地域でのＩＴ系、デジタル系

の訓練が、今年度、豊橋市で新たに開校されることとなりましたので、１つの成果として

リーフレットを資料として添付させていただきました。 

 次に、資料ナンバーの１５、職業訓練に関するアンケート調査票集計結果についてです

が、こちらは、今年度、地域ニーズを踏まえた職業訓練コースの設定がなされるように、

求職者の職業ニーズを把握、分析し、公的職業訓練のコース設定等の検討を行う際の参考

データとして活用するとともに、国や愛知県の人材開発計画を策定するに当たっての基礎

資料とすることを目的としまして、６月１日から７月３１日の間に実施しております。１,

７８７件の回収実績となりました。クロス集計等を行っておりまして、結果としまして、

結果の文章のところが、９ページを御覧いただきますと、６、経験職種、希望職種、希望

訓練コースの３要素によるクロス集計結果というところなんですが、①の経験職種と希望

職種の関係では、いずれの職種におきましても、経験職種と同一の職種への就職を希望す

る傾向が見られます。また、農林漁業及び介護職を除いて、一般事務が上位３位に入って

おります。これは回答者の約６割が女性であることが要因の１つになっております。それ

から、②訓練希望者の経験職種と希望訓練コースの関係では、ほとんどの経験職種で希望

する訓練コースの１位がＰＣ基礎となっております。次いで事務習得、ＷＥＢデザイン、

ＷＥＢ制作となっておりまして、ＰＣ、ＷＥＢ関連の希望が上位を占めています。③訓練

希望者の希望職種と希望訓練コースの関係では、ＩＴ関連業務、建設・建築、警備・保安

を除く希望職種において、ＰＣ基礎の希望が上位３位に入っております。このため、就職

に際し、ＰＣ基礎のスキルが必要と考える方が多いことが推定されます。 

 ７の年代別・性別分析の①訓練受講希望有無との関係では、２４歳以下と６５歳以上を

除いて、男性に比べ女性のほうが訓練の受講を希望する割合が高くなっています。②の受

講希望訓練コースとの関係では、各年代、男女ともにＰＣ基礎の希望が１位になっており

まして、特に女性で希望する割合が高くなっています。次いで、男性はＷＥＢ制作及びＩ

Ｔスキルの希望が多く、ＩＴスキルでは若い年齢層ほど希望する割合が高くなっています。

女性は事務習得及びＷＥＢデザインの希望が多く、男性で希望の多いＩＴスキルを希望す

る割合は低くなっております。また、③の適当と思う訓練期間との関係では、男女ともに

３か月間を希望する割合が高くなっています。次いで男性は６か月間を、女性は２か月を

希望する割合が高く、男性は女性に比べて比較的長い期間を希望する傾向が見られます。 
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 １１ページ以降では、雇用保険受給状況との関係等を載せておりますが、こうした求職

者のニーズも一定反映させた訓練計画を立てていく必要があるということになってまいり

ます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【金井会長】  ありがとうございます。 

 中部経済産業局さんのほうでも人材活用について周知を行っておられると伺っておりま

すが、それについて御紹介をお願いできますでしょうか。 

【浅野委員】  お手元に白黒で人材活用ガイドラインというのがございますので、こち

らを見ていただけますでしょうか。 

 この活用ガイドライン、企業向け、あるいは支援機関が一緒になって企業さんと見てほ

しいというものでございます。この御説明をさせていただきます。 

 人材活用ガイドライン自体は、中小企業庁が６月に公表したものでございます。令和２

年３月に中小企業庁では人手不足対応ガイドラインというのを出しておりましたが、この

改訂版となっております。 

 表紙に書いてありますとおり、中小企業、小規模事業者に支援機関が伴走して課題解消

を目指す際に活用いただくことを目的にしております。経営課題の背景にある本質的な課

題を見いだしてほしいというところから策定されております。 

 中を見ていきたいと思います。６ページを御覧ください。 

 このガイドライン、人材戦略を検討するための３ステップというのが設けられておりま

す。まず、ステップ１では、人的資本経営の経営課題と人的政策のひもづけというところ

から、経営課題に、背景にあるのは、それは本当に人材の課題なんでしょうかということ

を確認してほしい、これがチェック１というふうになります。チェック１が隣のページの

７ページにありまして、１から１０の課題があるわけですが、どこに課題があるかという

のをチェックしていただくとそのページに進むというものでございます。 

 この６ページのままで説明していきますけれども、それで、課題で、人の話だよねとい

うふうになった場合にはチェック２に進みまして、どういう人材が必要なのかということ

を検討してほしいというところでございます。人材というと中核人材なのか、中核人材と

は、各部門の中枢で高度な業務だとか難易度の高い業務を行う管理、運営の責任者だとか

高い専門性や技能を有する者を指しております。その中核人材の人を採用するのか、ある

いは社内にそれらしい人はいるので育成するのか。それとも、そういう中核人材ではなく
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て、ワーカー的な位置づけになる業務人材が必要なのか。この人たちを採用、育成するの

か。 

 ここで、３つの窓と呼んでおりますが、必要としている人材というのは３つの窓のうち

のどこなんでしょうかというのを特定してほしいというのがステップ２でございます。必

要となる人材が特定されたところで、じゃあ具体的な方策を検討していきましょうという

ことがステップ３となります。まず１つは、採用であったり育成の部分でございます。①

の確保だと、中途採用だとか新卒採用だとか、今日の近い話だとＯＪＴによる人材育成で

あるとか、Ｏｆｆ－ＪＴによる人材育成などがあるでしょうと。もう一個は、企業は人に

選ばれる必要がありますので、企業の環境整備をしてほしいというところでございます。

人事評価制度の見直し、キャリアパスの見える化だとか労働条件、処遇の見直しを行って

いただく、あるいは、業務のマニュアル化を進めるといったことが必要だということでご

ざいます。 

 １７ページを御覧ください。 

 それぞれ必要とする人材が、３つの窓のうち、どこが特定というところになった場合に

は、確保する場合だったら何人、環境整備だったらどこというところで、それぞれカテゴ

リーが設けられているというところでございます。 

 例えば、中核人材採用型であれば、中途採用だとか、新卒採用とか、こういうことをし

ていくわけですけれども、それについてはそれぞれのページに飛んでいただければという

ことで、１８ページに行きますと中途採用、１９ページですと新卒採用といったところの

ポイントだとかサポート期間などが載っているというところでございます。 

 １つやってみたいと思いますが、副業人材について、２０ページのところで話してみた

いと思いますが、取組のポイントというのがありまして、ポイントとしては３つ書かれて

おりますが、一番のポイントは業務の切り出し・稼動期間の設定をするということが必要

かと思っております。ここには取り組んでもらいたい業務の切り出しや稼働期間の設定な

どをあらかじめ検討することが重要となっておりますが、御案内のとおり、副業人材と受

入機関との間では、雇用契約を結びますと、副業人材の労働時間の通算の問題であるとか

残業時間の通算の問題が出てきますので、多くは委託業務契約を結びますので、ここでは

短い一文ですけれども、あらかじめ業務の切り出しとか期間の切り出しをしてほしいとい

うことが書いてあると。こういう副業人材について、兼業について、サポートしてくれる

機関というのが真ん中に書いてあるわけですが、これは、先ほど、近藤課長のほうから、
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それぞれのカテゴリーについて、いろいろ相談する先が網羅的に精査されているというと

ころになってきますけれども、サポート機関については、後段、後ろのページの３１ペー

ジ、３２ページにそれぞれ飛んでいただくと、今日は愛知県のページを挟み込んできまし

た。こちらのほうに行って相談する先が、皆さんの機関も書いてあるかと思いますけれど

も、飛ぶことができるというようなものでございます。 

 駆け足で恐縮ですが、２０ページに戻っていただいて、あるいは実際に使える支援ツー

ルというのがあるわけですので、副業・兼業であれば副業・兼業の促進に関するガイドラ

イン、厚労省さんのガイドラインが基本的に皆さんに使われているわけなのでこれを使っ

てくださいとか、あるいは副業・兼業支援補助金、経産省のほうがありました。これ、す

みません、終わってしまったんですけど、こういったものが使えますねと。 

 この人材活用ガイドラインには事例集がくっついていまして、今日は持ってきておりま

せんが、５０の事例が掲載されております。実際に例えば副業、兼業をうまくやっている

事業者さんについて、どこの事業者さんがうまくやっているかというのが５０事例から見

ることができるというものでございます。 

 今日の話に引きつけていくと、隣の２１ページがＯＪＴによる人材育成ということで、

ポイントとして、業務マニュアルを整備するであるとか、あるいは関連する補助金とか助

成金では厚労省さんのキャリアアップ助成金だとか人材開発支援助成金を使うことができ

るといったことが掲載されております。 

 もう一つ、２２ページでございます。 

 Ｏｆｆ－ＪＴによる人材育成でございます。Ｏｆｆ－ＪＴですので、社外ですのでリス

キリングといったところになってきますけれども、いろんな機関がメニューを提供してい

るので、そういったところを選択しながら研修を選んでほしいということと、企業内に還

元することがポイントであるといったことがあろうかと思います。 

 サポートする機関として掲載されているところがあるというとともに、関連する補助金

では、これも厚労省さんの人材開発支援助成金あるいは産業雇用安定助成金を使われては

どうでしょうかということが掲載されております。 

 最後に２５ページ、処遇のほう、企業が選ばれるためにというところで、労働条件、処

遇の見直し、テレワークといったところを御説明したいと思います。 

 ポイントのところです。従業員が働きやすく働きがいのある職場とするため、従業員の

エンゲージメントの向上を高めていくということが人材確保につながりますというところ
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でございます。 

 真ん中に、人材戦略の検討・実行に活用できる支援ツールとして書かれているんですけ

れども、えるぼし、くるみんというのがあります。ちょっとこのガイドラインから離れて

お話しすると、今、皆様、御承知のとおり、人手不足が非常に厳しい状態にあると。当課

のほうで４月から、この厳しい人手不足の中でも多様な人材を受け入れて働きやすい職場

をＰＲすることで人を集めているという中小、中堅、製造業があるんじゃないかというこ

とでヒアリングをやっております。その中で、お話のある中で、幾つかの共通要素がある

んですけれども、共通要素の１つに、この認定制度、えるぼしですと女性活躍、くるみん

だと子育てサポート支援ですけれども、厚労省さんのこの認定制度、取れるなら取ったほ

うがいいという声をよく聞きます。 

 若者、ホワイトな企業を非常に探していますので、あとはＳＤＧｓ宣言をしているかだ

とか、ダイバーシティ経営をやっているかとか、はたまた、愛知県さんもされているかと

思いますけど、愛知県さんのほうでも働きやすい企業の認定とか女性活躍の企業を認定し

ているかと思いますが、取れる企業は取ったほうがいいと、この認定制度を若者たちはよ

く見ているというところがありましたので御紹介いたします。 

 この人材活用ガイドラインを、できれば皆様、支援機関、企業さんに使っていただいて、

必要となる人の、どういった人が必要なのか、人が必要なんだけど、それって本当は定着

率が悪くて問題になっていませんかというところに陥らないようにやっていただきたいな

と思っています。 

 以上でございます。 

【金井会長】  御説明ありがとうございました。 

 各行政機関のほうから取組を御紹介いただいたわけですけれども、御質問とかはいかが

でしょうか。御発言いただければと思います。 

【佐々木委員】  中央会でございます。 

 この人材活用ガイドライン、とてもよくできていて、本当にこれを上手に使えればと思

うんですけれども、質問したかったのがこのガイドラインを今どんなようなふうに使われ

ているのかということで、１つは、多分いろんな企業さんに周知をするというのも１つな

んでしょうけど、多分、企業さん、これぐらいの分量が来ると、小さい企業さんですとあ

まり中を見ずにスルーしちゃうというようなことも多いと思うんです。 

 やはり一番使い勝手としていいのは、支援機関の指導員、あるいは、一番大きいのは僕
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は金融機関かなと思うんですけれども、多分、企業さんが人手不足とかそういうような相

談をされるのはそういうところになると思いますので、そうした指導員とか金融機関の方

にこういうのをぜひ周知をしていただいて、その使い方を少し何かレクチャーしていただ

くような機会を設けていただけるとちょっと使い勝手がいいのかなと思っております。 

【浅野委員】  ありがとうございます。 

 今、この周知は、支援機関をまず中心にやっているというところでございます。我々の

ほうで特にまず力を入れてやらせていただいているのは、これは愛知労働局様の御協力が

あってのことなんですけれども、ハローワークの職員さん向けに労働局さんが研修をされ

ているわけなんですが、その場にうちの職員が行きまして、このガイドラインの説明をさ

せていただいております。 

 どこまで話していいのか分からないんですが、ハローワークさんのほうでは求人と求職

のマッチングのところで何かコンサル的な要素を入れていきたいというような御趣旨があ

られると聞いているので、今、我々のほうも愛知労働局さんと一緒になってこのガイドラ

インの周知を進めているというのがまず１点。 

 ２点目は、支援機関でやっておるんですけれども、佐々木専務のおっしゃるとおりなの

で、来年度は、あちらこちらで説明をやっているんですが、実際にどう使っていくのとい

うのを中小企業庁は各地方局で考えてきて提案してこいと言っているので、さあ、どうし

ようかなというふうに今思っているというところで、来年度、もしこの場でまたこうやっ

て一生懸命使えるようになりましたというのが言えればいいんですが、実際には、これ、

支援機関と伴走してやるときはこんなふうにやってくださいねというふうにありまして、

おっしゃられるとおり、中小企業に渡しても多分やらないので、２７ページなんですが、

やっぱりいわゆる金融機関などにもうちょっと周知をやっていくということが必要かなと

いうふうに思っております。御指摘ありがとうございます。 

【佐々木委員】  できましたら、指導員なんか向きに、勉強会か何かを開いていただく

と非常にいいのかなと思っております。 

【浅野委員】  そういう機会があれば当然やらせていただきますので、どうぞお声がけ

いただければと思います。 

 以上でございます。 

【佐々木委員】  ありがとうございます。 

【金井会長】  早速重要なポイントが出てきたかなと思います。 
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 こういった内容につきまして、この時間は意見交換というふうに使っていきたいと思っ

ておるんですけれども、事前に愛知労働局訓練課のほうで３団体の皆様から意見を伺って

いるというふうに聞いておりますので、そちらのほうの御報告をお願いいたします。 

【事務局（近藤）】  今回、協議会での議論の活発化を目的としまして、３機関の委員

からそれぞれのテーマで事前にお話をお伺いしまして、事務局で取りまとめた上で協議会

に臨むこととさせていただきました。 

 お手元に机上配付をさせていただいております地域の人材ニーズの把握という資料、そ

ちらのほうを御覧いただきたいと思います。右上のところに愛知県経営者協会様の名称が

書かれている資料になります。 

 事業主団体は今回は経営者協会様、労働者団体は連合愛知様、職業紹介事業者は株式会

社パソナ様にお願いをしました。時間の制約もあって、委員の皆様にはこちらの資料を御

覧いただきつつ、私からアンダーラインの部分について読み上げて御紹介させていただく

ことといたしました。また、補足もお願いできましたらと存じます。 

 まず、資料の最初のページ、愛知県経営者協会様のパートでございます。こちらのほう、

事業主団体からは、人材ニーズ、スキルニーズ等に関する企業の声の紹介というところが

開催要領上、定められているものになっておりまして、そちらのテーマで、経営者協会、

梶原担当部長様からヒアリングをさせていただいております。 

 それぞれボッチがあるんですが、アンダーラインの部分、企業においては毎回申し上げ、

話題となるデジタル人材であると。不足している人材については、今はどこも、どの業種

でも、職種でも人が足りないと言っているので、どの業種、職種とは申し上げられない。

ただ、そうは言っても、デジタル人材はなかなか社内で養成できるものではなく、社外か

ら採用するパターンが多い。デジタル人材もいろんなデジタル人材があるので、それぞれ

に応じ、採用、育成しなくてはならない。将来的には、社員全員が一定レベルのＩＴリテ

ラシーを持たないといけない。専門性を突き詰めていく人とマネジメントを担う人が必要

となるので、その両面で真ん中で橋渡しができる人がこれから非常に重要になってくる。

経営者協会でも、昨年度、ＩＴパスポート受験講座を実施しておられます。来年以降、Ｄ

Ｘ化でチャットＧＰＴ等、生成ＡＩといったようなもっと新しいニーズ、ツールが出てき

ているので、業務効率化にどう生かしていくのかといったテーマのセミナー等も検討して

いくということでした。それから、製造の周辺業務、歩留まり、品質、時間管理等を分析

する業務があり、故障の原因分析等も含め、その部分のＤＸ化は必要で、先進的な企業が
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進んでいる。これについては、製造・モノづくり系の訓練、事務系の訓練についてのテー

マとしているところでございます。ノーコード、ローコード等の操作の簡単なデータベー

スアプリも使いこなすには一定のレベルが必要であり、教育も必要。製造系においてもそ

ういった部分を強化してもらうようなメニューがあるとよい。経営者協会と県が共同で実

施している訓練は、ＤＸ等、企業のニーズを汲んでいただいているという御意見をいただ

きました。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、日本労働組合総連合会（連合）愛知県連合会とい

うのが右肩についております資料を御覧いただければと思います。 

 労働者団体からは、スキルアップ等に関する求職者・労働者の声の紹介というところが

テーマになりますが、こちらのほうは森副事務局長様からヒアリングをさせていただいて

おります。 

 情報系企業においても、デジタル人材を創出していこうというのがベースにある。情報

系のスペシャリストの養成が必要であり、ビッグデータの分析等も企業としてデジタルト

ランスフォーメーションを進めていく上で必要ということで、労働組合としても同じ考え

方である。いろいろなシステム化、自動化をしていくに当たり、現場に近い人がシステム

を構築していくことができるようにしていく必要がある。プログラミングについては、汎

用性のあるソフト等を使い、簡単にやれるようなスキルが必要と感じる。聞き取り訪問の

際にいただいた御意見、御質問等のところにつきましては、定員の応募・充足状況は科目

により様々と聞いたが、人気のあるコースは定員を増やす、逆に人気のないコースは調整

して少なくしていくといったことは考えられないかといった御意見。それから、リーフレ

ット等を見て、例えば、こういう企業にこういう仕事で活用できるということが分かるよ

うなものがあるとよいのでは。どこかには表示してあるものと思われるが、さらに分かり

やすく伝わるよう工夫いただくとよいのではといった御意見をいただきました。 

 １枚おめくりをいただきまして、株式会社パソナ様、間普東海営業部長様からヒアリン

グさせていただいておりますが、職業紹介事業者等の皆様からは、ハローワークを利用し

ない求職者や求人者の動向等について説明というのが一応テーマになっておりますが、同

様な聞き取り内容と今回なっておりますけれども、昨今の自動車産業のＥＶ化に伴い、内

燃機関系で部品点数が減ってくるような企業は従業員のリスキルが大きなテーマになって

いる。その中で構造改革に対して、新規ビジネスを含め、自ら主体的に動いていく要素が

求められており、そうした人材ニーズが高まっている。学び直しで、デジタル人材育成を
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含めて進めていかないと企業の維持も難しくなる。デジタル人材については、広義では必

要だが、企画側とオペレーション側があり、各社が求めているのは企画側。最近ではミド

ルシニア向け研修が増えている。５０代以上の人向けに職業経験を振り返り、今後の会社

への貢献の仕方等を検証しているが、ＤＸ化を含めたデジタル人材という言葉は出るもの

の、今さらという声があるのも事実。研修では、自身が熱中できる、好きというものを基

軸にしないとなかなか続かないことがあり、それを掛け合わせながら学び見直しを促して

いるということでした。 

 それから、最近のハローワークの求職者層として高齢者、女性の割合が増加していると

いうところについて伺った部分ですが、基本的には同業界、同職種で経験を生かした再就

職が多い。女性の場合、事務職希望が非常に多く、パソコンの研修等を受けて就職する場

合が多い。給与等条件面で難しい場合等に、段階を経て徐々に異業種に進んでいくことに

なる。個々の適性は難しいところがありますが、実際のところ、入り口のところのマイン

ドセットが重要と考えており、キャリアコンサルティング等により、そもそも何のために

とか、棚卸しを含め、もう一段掘り下げた上で、主体的に講座選びやしたいことが決まっ

ていかないといけないと感じる。また、効果的と思われるのは、教育を受けてどういう活

躍をしているのかといった、そういう方々の話を聞けるような場があると非常に有効とい

うことの意見をいただきました。 

 ハローワークを利用しない求職者や求人者の動向等について、ヒアリング後、データを

含め回答をいただいた部分ですが、こちらのほうも参考に御覧をいただけましたらと思い

ますけれども、かいつまんで御紹介をしますと、２のハローワークを利用しない求職者に

ついてですが、職業紹介事業者を通じて転職する求職者は全求職者の５％程度。求職活動

時期の内訳は、在職中が７５％、離職中が２５％。求職者の大多数がキャリアアップ、年

収向上を求めており、ハローワーク案件に高年収の案件が少ないという回答をいただいて

おります。 

 それから、ハローワークを利用しない求人についてというところで、職種としては、電

気エンジニア、機械エンジニア、ＩＴエンジニア、プロジェクトマネジャー、建築設計、

建築施工管理、法務、経営企画、財務といった求人。それから、求められるスキルとして

は、実務経験及び関連資格ですね。 

 最後の４、再就職支援サービスを活用した求職者については、退職した会社から再就職

支援サービスを付与される求職者は全求職者の１％であると。それから、求職活動時期の



 -32-

内訳は、在職中が５％、離職中が９５％。求職者は失業保険――雇用保険ですね――の受

給のために原則ハローワークを活用されている。ハローワークを実質的に活用していない

求職者の特徴として、就職意欲が低く、再就職活動がのんびりしているといった御意見、

データをいただいております。 

 私のほうからの紹介は以上となります。 

【金井会長】  ありがとうございました。 

 そうしましたら、まだ御発言のない委員の方にもぜひ御発言いただいて、議論ができる

といいかなと思っております。 

 それじゃ、成委員のほうからお願いできますでしょうか。 

【成委員】  愛知県専修学校各種学校連合会のほうから参りました成と申します。よろ

しくお願いします。 

 やはり各企業さんが持っておられる問題点というのは、業種ごとにはもちろん違うと思

うんですけれども、やっぱりコアの部分ではとても似通っているとは思います。特にやは

りデジタル人材という面でいうと、やはり我々、学生、我々も学校運営として働く人を雇

用するという側面もあるんですが、これから社会に出ていく学生の皆さんと対峙している

という側面もあるので、ちょっとその部分で発言させていただけると。 

 特に私が関係している学校というのがデジタル分野になるものですから、入学時に全員、

パソコンなどを購入していただいて、そこでいろいろな学びやスキルアップをするんです

けれども、やはりそういう状況になっても、なかなかパソコンを使いこなすというのが、

パソコン基礎という言葉も先ほどからいろいろ出てきたと思うんですけど、パソコン自体

をきちっと使いこなす、もうちょっと汎用的なパソコンでいうと、ウインドウズですとか

Ａｐｐｌｅのパソコンなんかですけれども、なかなか使いこなすのが難しい面はあろうか

と思います。こうすればああなるということは何となく覚えてはいくんですけど、そもそ

もパソコンで制御しているものとか、ネットワークを使っての利便性ですとか、ＩＴ分野

のいろいろ、これは勉強だけにかかわらずですけれども、生活で便利になる部分でも全然

いいと思うんですけど、その辺の使いこなしの深度といいますか、その辺、理解、あと、

それがどうやってできているのかということに、理解して興味を持った上で初めて、もう

ちょっとプログラミングですとか、各いろんな業界でのツールにつながっていくとは思う

んですけれども、ちょっとその辺の興味とか、習得したいと思う前の興味とか基礎の基礎

みたいなところがやっぱり高校とか中学の段階でもっとあるといいのかなとは思います。 
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 高校とか中学の時点でいうと、いろいろ我々が見ていると、最近、行政さんもタブレッ

トとかを配付しているんですけど、やはりいずれそうなっていくのかもしれませんけど、

タブレットって使うほうの道具なので、作るものじゃないという側面がやっぱり強いんで

すね。今、もちろんタブレットを使っていろいろ物づくりをできるツールですとかアプリ

もなくはないんですけど、でも、やっぱり使う側というか消費者側のほうなので、もっと

クリエーティブな面とか産業の面ということを考えた場合、その辺、やっぱりちょっとタ

ブレットでは力不足といいますか、ちょっと方向性が違うのではないかなと率直に思った

りもします。 

 あと、昨今でいうと、いろいろ御意見なんかが出た中で、今、物価がいろいろ上がって

いて、賃金がなかなか追いつかないという、今一番ギャップのある時期だと思うので、な

かなかいいと思ってやってみたらちょっと報酬の面でというのは今特に起こりやすい時期

だと思っておりますけれども、この辺は政治的課題もあるかと思うんですけど、その辺の

ギャップが埋まっていって、かつ、その業界のイメージの周知の中ではなかなか分からな

いというところがあったと思うんですけれども、動画の活用ですとか、そういったものを

含めて、よりイメージを持ちやすいものになっていけるといいのかなとは思いました。あ

りがとうございました。 

【金井会長】  ありがとうございます。小中高からのそういう環境というのは大事とい

うのはもう御指摘のとおりかなと思います。愛知県さんも小中を対象にしたそういったも

のを考えておられるということで、うまくそれらが組み合わさっていくといいかなという

ふうに思いました。 

 早川委員のほうからお願いできますでしょうか。 

【早川委員】  全国産業人能力開発団体連合会を代表しまして、株式会社ニチイ学館の

早川と申します。 

 私、従事しているものが福祉関係、介護の業種というところで、その分野についてちょ

っとお話をさせていただければと思いますが、介護人材も本当に人が足りない状況で、先

ほど来、人がいなくて受注をお断りするケースがあるなんていう話も出ておりましたが、

介護の分野で受注をお断りするということは介護難民を生んでしまうというところでは、

本当に人を何とかしなければいけないと。要介護の高齢者が増えていくスピードと人材を

確保するスピードにやっぱり乖離ができてきてしまっていますので、非常にこれは社会的

な問題に、当然以前からその話は出ておりますが、抜本的な改善が行われていないという
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ところが我々も非常に懸念をしていて、今日もいろんな他業種の話も聞かせていただいて、

我々も本業の事業のほうでも大分活用できる御意見を聞かせていただいたので、非常に参

考になりました。ありがとうございます。 

 介護業界も人手不足を踏まえて、いわゆるＤＸ・ＩＴ化への流れというのが起きている

わけですけれども、現場の人材の、例えばヘルパーさんとかというところはかなり高齢化

をしておりまして、我が社でも６５歳以上の従事者が３割以上を超えてきているという状

況の中で、例えば先ほど来出ている、端末を持ってとか、パソコンをやるとかという、い

わゆるＩＴリテラシーが比較的低い方たちをどうやって活用していくかというところでは、

活用していくかというかＩＴ化をしていくかというところでは、やはりその現場にそれを

引っ張っていくリーダーというか、ある程度、年齢は問わずですけれども、こういったＤ

Ｘ化へのいろんな支援をいただきながら、そういう企業の中でリーダー的な存在になって

いく人というのがやっぱりこれから求められていくんだろうなというふうに強く感じまし

たので、ちょっとお伝えをさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【金井会長】  ありがとうございます。看護領域もＤＸ化というのは不可欠かなという。

そういう意味で、どう切り出していくかみたいなところがポイントなのかなと伺っており

ました。ありがとうございます。 

 そうしましたら、井上委員のほうからお願いしてもよろしいですか。 

【井上委員】  日本福祉大学の井上です。 

 私ども、通信教育部を持っておりまして、ここで社会福祉士、精神保健福祉士等の福祉

の国家資格、受験資格を出すというようなことで学生募集を行っております。福祉の人材

が少ないとはいうものの、この国家資格を目指す人たちは毎年何百人という形で応募があ

って、入学前に選抜をせざるを得ないぐらいの状況があるというようなことで、介護の現

場の人不足と、一方で、国家資格等を含めたキャリアアップのニーズといいましょうか、

ここと非常に混在するといいましょうか、二分化しているような、そんな感覚は持ってい

ます。 

 今日のお話を聞きながら、本当にここまでＤＸが進んでくると、今の会長のお話にもあ

りましたけれども、福祉の現場での対応も急がれるというようなことで、学園で保有して

おります専門学校等の役割などを考えさせられております。 

 以上です。 
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【金井会長】  ありがとうございました。 

 そうしましたら、市田委員、お願いできますでしょうか。 

【市田委員】  愛知県職業能力開発協会の市田でございます。 

 今回、アンケート調査の結果の説明がありまして、説明を聞いていますと、共感といい

ますか、なるほどなと思うところが多々ございました。ただ、このアンケートというもの

が調査しっぱなしで終わるのは問題がございまして、これをいかに活用するかということ

が大事でありますけれども、この会議がいつまで続くか分かりませんけれども、例えば、

次回以降、アンケートの結果を受けて、こういうふうな取組をしましたとか、あるいは訓

練実施計画にアンケートの結果について、このようなことを盛り込みましたとか、そうい

ったものがあればいいかなということを感じました。感想ですけど。お願いします。 

【金井会長】  どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、先ほど事務局から御報告があったんですが、各、梶原委員、それから

森委員、それから浅野委員のほうから補足とか御発言とかがあればお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

【梶原委員】  経営者協会、梶原でございます。 

 先ほど、人材ニーズということでヒアリングの結果という報告をいただいたんですけれ

ども、この内容、このとおりなんですが、先ほど経済産業省さんからもお話がありました

けれども、企業でも人手不足、人が足りない、人が足りない、どこへ行ってもその話なん

ですけれども、先ほどの経産省と同じように、我々としても、じゃ、どんな人材が必要な

の、自社の中でどんな人が不足しているのというようなことをまず明確にしないと、ただ

単純に人手不足、人手不足と言っても解決につながらないし、仮に人を採用しても、そこ

が明確になっていないとやっぱりミスマッチが起こって早期で退職になってしまうという

ようなこともありますので、まずどんな人材が必要なのか、どんな能力やスキルを持った

人が必要なのか、そして、それは社内で育成するものなのか、外から採用するものなのか

というようなことをきちんと戦略を立てないと駄目ですよというようなことはまず申し上

げているというようなところです。 

 その後、採用した人がいかに定着させるかというようなことも、これも大事な要素です

ので、賃金の問題もありますし、キャリアアップの問題もありますし、福利厚生、いろん

な人材を定着させるため、いわゆるエンゲージメントを高めるというようなことが大事だ

というようなことなんですけれども、そのエンゲージメントも人によって、会社の状況だ
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とか人員構成、いろんな要素が変わってきますので、そういったものを、従業員のニーズ

とかをきちんと把握した上でエンゲージメントを高めるというようなこともその一方で必

要ですよというようなことを、いろんなお話をさせていただきながら、そして、いろんな

事例を集めて、具体的にはこうなんだよというようなことを各企業さんとの対話を通じて

いろんな形で周知をさせていただいているというような状況でございますので、引き続き

こういった会議を通じ、いろんな事例だとか取組だとかというようなことを情報収集させ

ていただきながら、我々としてもそういった取組を推進していきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

【金井会長】  ありがとうございます。 

 そうしましたら、森委員、お願いしてもよろしいですか。 

【森（尚）委員】  連合愛知、森と申します。 

 先ほど、資料で出ている部分、本来であれば全ての構成組織といいますか、連合に集う

それぞれの労働組合から調査をしてこの会議に臨めばよかったんですが、少し記載のとこ

ろは、私、情報労連のＮＴＴ労組の出身なんですけれども、少しＮＴＴ労組に聞き取りし

た部分と、あとは少し個人的な見解が中心になっておりますので、少し連合愛知としての

見解というとまたちょっと違う部分もあるかも分かりませんが、今後、人材育成、スキル

アップに関する部分について、連合愛知としても調査できるかどうか分かりませんけれど

も、少しそれぞれの組織の事情も調査を検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

【金井会長】  どうもありがとうございます。 

 先ほど浅野委員と言ってしまったんですが、間普委員でございました。すみません。間

普委員、お願いします。 

【間普委員】  私、株式会社パソナの間普でございます。本日はよろしくお願い申し上

げます。 

 先ほど、ハローワークを利用しない求職者や求人者の動向について御説明をさせていた

だきましたけれども、我々、職業紹介事業者のほうでは、最近ですとやはり高年収の求人

に各会社ともにシフトしてきているようなところがございまして、いわゆるテレビＣＭ等

を御覧になられていらっしゃっても、そういった人材紹介会社のＣＭを見ないことはない

のではないかというふうに思われますけれども、そのような流れが加速していっていると

ころでございます。 
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 やはり今回の職業能力開発促進法の改善の流れでこの会議が開かれていると思うんです

けれども、この法律が施行されてからになりますけれども、各社ともに従業員のキャリア

コンサルティングに力を入れる傾向が顕著になってきております。特に２０２１年頃から

各社での取組が急に加速していっているような流れになっております。現状、民間企業は

努力義務ということでございますので、義務ではないんですけれども、ただ、そういった

対応をしていないと求職者のほうが企業を選んでもらえないといいますか、そういうふう

な流れになってきているのを顕著に感じております。 

 アンケートの中でもお話しさせていただきましたけれども、やはり昨今、ＥＶ化という

ことで、内燃系のエンジン周りの企業様でありましたり、あとはギガキャストというよう

なところで、フレームワークが３部品に構成が変わるということで、部品点数が非常に減

ってしまうということで危機感をお持ちの企業様が増えてきております。こちらに関して

は２０３０年が１つの目安とされておりましたけれども、想像以上にスピードが上がって

きておりまして、これが前倒しになってくるといったところは我々、肌感覚で持っている

ところでございます。 

 それらを含める中で、いかにして必要なスキルをリスキリングということで、骨太方針

でも出ておりますけれども、そういった流れを進めていくのか。あと、職務型ということ

で、労働力を考えますと、国内の人材だけでは賄い切れないというふうになってきますの

で、これも海外から集めてくるということを考えると、ジョブ型にシフトも避けられない

と、このように国としては考えているというふうに我々民間事業者でも思っております。 

 とはいいながら、日本の中小企業さんも含めジョブ型に移れるかというと、そこに対し

てはすごくハードルが高いというところも実情でございます。日本型のよさも残しつつ変

えていくところというところで、最近増えてきておりますけれども、若手に関しては、職

能資格をベースとした人事制度などを持ちつつ、逆に言うと、中堅層以降に関してはジョ

ブ型にシフトするというようなハイブリッド型のような人事制度というのが日本にはマッ

チするのではないかと、このようにも感じるところでございますので、この場をお借りし

て発言を申し上げさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【金井会長】  どうもありがとうございました。 

 それぞれのお立場から非常に貴重な御意見を伺えたかというふうに思っております。 

 まだ少しお時間があるものですから、３分ぐらいあります。ここでどうしても聞いてお
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きたいということがございましたら御発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 それじゃ、間普委員にお伺いしたいんですけれども、先ほどの紙の資料のほうで、デジ

タル人材については広義では必要だが、企画側とオペレーション側があり、各社が求めて

いるのは企画側というのは、これは具体的にいうとどういうことになるのか。私が素人だ

から知らないんだと思いますが、教えてもらってもいいでしょうか。 

【間普委員】  基本的には、デジタル化といったところでいきますと、デジタルトラン

スフォーメーションまでいきますと、新たな事業ビジネスをデジタルを使ってどう構築し

ていくかというところになりますので、非常に難易度が上がるといいますか、そういった

意味でいきますと、市場そのものに人材がいらっしゃらないというところで、企画側とオ

ペレーションということで分けさせていただいております。 

 実際に各社様の取組で、マイクロソフト様のパワープラットフォームとか、ノーコード

でプログラミングできるところで取り組まれているような企業さんもございますけれども、

それはどちらかというと、オペレーションを実際に実務でやられている方がどういう工夫

をしたらより効率化ができるのかという業務改善寄りの形でシフトしていますので、本質

的に求められる人材層とオペレーター層では違いが出ていらっしゃるというところをここ

では御案内をさせていただきました。 

【金井会長】  ありがとうございます。本当に不勉強なんですけど、企画側のお話だと、

事業構想そのものを構築していくということになりますと、外部のそういう専門なところ

との連携みたいなところでやっておられるところが多いなと思うんですけど、内製化の動

きが進んでいるということですか。というか、それを目標にしているという感じになるん

ですかね。 

【間普委員】  各社様のお考えによってそれぞれではあるんですけれども、やはりスピ

ードといったところでいきますと外部の専門家を活用してというのが多いのは実情でござ

いますが、トヨタ様等でも出ていますけれども、内製化といいますか、自社で開発のほう

にかじを切っていらっしゃるような傾向なども見られますね。 

【金井会長】  ありがとうございます。前の会議でも申し上げたと思うんですけど、私

の今のもやもやしている点が、私の所属している団体でも外注で専門家の方にお願いして

いるんですが、こちらに知識がないためにほぼ言いなり状態という状況になっていて、そ

れというのが本当にそれでいいのかなという、そういう疑問があったので。何かインター

プリターというか、企業の中にそういう人がやっぱりいる必要があるのかななんていう問
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題意識がありまして。 

 そうすると、企画側とオペレーション側の間の役割の人の育成みたいな、そういうのも

入ってくるのかなとちょっと思ったんですが、いかがでしょうか。 

【間普委員】  おっしゃるとおりだと思います。要件定義などとシステム業界では言わ

れますけれども、それがしっかりできる、発注側がそれを理解した上でどういう技術を使

っていくのがベストなのかというところを考えられないといけませんので、本当にインタ

ープリターのような形の役割というのが必要になってくると思いますね。 

【金井会長】  ありがとうございます。すみません、自分が勉強させていただきました。

ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。自分だけ質問してすみません。 

 そうしたら、次の議題のほうに入りたいと思います。議題の４でございます。令和６年

度における職業訓練実施計画の策定方針についてということで、事務局から御説明をお願

いいたします。 

【事務局（近藤）】  それでは、資料ナンバーの１６と１７を使用して御説明させてい

ただきます。 

 まず、資料ナンバー１６の、１枚おめくりをいただいた表紙の裏、指標から分析した改

善すべき方向性についてですが、これは昨年度もずっと使用しておりまして、考え方とし

ては基本的に毎年共通ということになります。 

 昨年度はジョハリの窓になぞらえたお話もあったようなんですけれども、まず左上の部

分に、就職率は高いけれども応募倍率が低い分野の改善方策、考えられる改善の方向性を

掲載しております。この場合、求人ニーズの観点からは効果的な訓練と言えるんですが、

受講者ニーズを捉え切れていない可能性があり、応募や受講がしやすい募集日程、訓練日

程となっているか要検討。また、周知の強化について要検討ということになります。 

 時計回りに、右上が、就職率が高く応募倍率も高い分野で、これが理想的と言えるわけ

ですが、求人ニーズ、求職者ニーズを踏まえた効果的な訓練と言えます。 

 右下の、応募倍率は高いが就職率が低い場合には、求人ニーズを捉え切れていないので

はないか。それに対する改善が必要。 

 左下の、就職率が低く応募倍率も低い場合には、求人ニーズ、受講者ニーズ、双方を捉

え切れていない可能性があるため、内容、就職支援策などを改善する必要があるといった

形です。 
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 次のページは、本省で作成され、９月２９日に開催されました第１回の中央協議会で使

用された資料の抜粋になりますけれども、やはりこの考え方に沿いまして、応募倍率が低

く就職率が高い分野で、令和４年度実績に該当する介護・医療・福祉分野について、また、

応募倍率が高く就職率が低い分野で、令和４年度実績に該当するＩＴ分野、デザイン分野

について、それぞれ必要な改善方策を掲載しています。 

 また、一番下の人材ニーズを踏まえた設定の部分では、デジタル人材が質、量とも不足、

都市圏偏在が課題ということで、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、一層の設定

促進が必要としております。 

 最後のページが令和６年度愛知県地域職業訓練実施計画の策定に向けた方針案になりま

す。本省作成の様式と共通した作りの様式となっておりますが、１つ目の四角、応募倍率

が低く就職率が高い分野として、令和４年度実績に該当する介護・医療・福祉分野につい

ては、公共訓練、委託訓練、求職者支援訓練ともに前年度に対し一部改善は見られたもの

の、両訓練とも応募倍率が６０から７０％ぐらいと低調であるため、引き続き訓練コース

内容や訓練効果を踏まえた受講勧奨の強化が必要。 

 また、２つ目の四角で、応募倍率が高く就職率が低い分野として、令和４年度実績に該

当するデザイン分野につきましては、デザイン分野――主にＷＥＢデザインなんですが―

―は両訓練とも２００％前後の応募倍率であり、さらなる設定促進が必要。ただし、就職

率は目標――委託訓練、求職者支援訓練、それぞれなんですけれども――を達成している

んですけれども、求人ニーズに即した効果的な訓練内容であるか等の検討が必要。デジタ

ル分野の就職率向上のため、ハローワーク職員の知識向上や訓練実施施設への見学会、事

前説明会参加の機会確保と訓練修了者の就職機会増大に資するよう、訓練修了者歓迎求人

等の確保等の取組推進が必要。 

 ３つ目の四角、委託訓練、求職者支援訓練とも、計画定員数に対する実行率は９０％以

上と乖離は見られないんですが、受講者は、令和３年度に対し、委託訓練で１５.４％減

少、求職者支援訓練では６１.３％の増加ということで、委託訓練の受講者減少は全国的

な傾向となっているんですが、受講者確保の対策が喫緊の課題となっており、愛知県及び

愛知労働局において引き続き対策を検討してまいります。 

 ４つ目の四角、デジタル人材が質・量とも不足に対しましては、職業訓練のデジタル分

野の重点化を進め、一層の設定促進が必要。 

 最後の四角、ワーキンググループの効果検証を踏まえた改善策等の実施につきましては、
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令和６年度に実施する営業・販売・事務分野及びデジタル分野訓練に検証を踏まえた改善

策を実施し、その後の効果、就職率の向上等を検証。理美容分野について、効果検証を踏

まえて認定規模の縮小も検討。愛知の企業に選ばれる人材育成を実践とさせていただいて

おります。 

 なお、資料ナンバー１７につきましては、令和６年度公共職業訓練（委託訓練）におけ

る目安数、それから求職者支援訓練における認定上限値の案です。これは、厚生労働省本

省から次年度の計画を策定するに当たりまして事前に示されるもので、これに基づいて定

員の調整を図ることとされております。昨年度と比較しますと、全体の目安数につきまし

ては、現状の推移を踏まえまして、公共職業訓練（委託訓練）が５,０９９から４,７９６

で５.９％の若干の減少。求職者支援訓練が１,７２９から２,０７９と２０％程度増加し

ております。 

 また、特徴的なのが、公共職業訓練（委託訓練）の表の一番右、令和６年度目安数のう

ちデジタル分野設定目安数が、令和５年度の目安が１,２９０だったんですけれども、そ

れが２,１０１と大幅に増えております。こういった目安数を踏まえて定員数の調整を行

ってまいります。 

 また、本日、机上配付資料としてお配りをしております資料、Ａ４、１枚ぺらのものな

んですが、今年度の補正予算に関する要求内容が確定しまして、「施策名、：公的職業訓

練によるデジタル推進人材の育成」と書いてある様式なんですが、こちらのほうで、内容

としては、③で、公共職業訓練（委託訓練）及び求職者支援訓練を実施する民間教育訓練

機関に対して、デジタル分野の訓練コースの委託費等の上乗せを拡充することによってデ

ジタル推進人材の育成を行うということで、④の上乗せの対象を御覧いただきますと、公

共職業訓練及び求職者支援訓練を実施している民間教育訓練機関に対して支払う委託費等

について、経済産業省及び情報処理推進機構が定めたＤＸ推進スキル標準に対応したデジ

タル分野の訓練コースを新たに委託費等の上乗せの対象とするというものです。 

 これは令和６年度から実施する予定としておりましたＤＸ推進スキル標準対応コースの

基本奨励金単価の上乗せ措置を前倒しして実施することになりました。こうした動きがあ

ることも御紹介させていただきます。 

 なお、資料ナンバー１６で先ほどお示ししました方針につきましては、現段階ではあく

まで案となりますので、議論、御意見、今後の状況の推移を含め、必要な見直しを図って

まいります。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。 

【金井会長】  ありがとうございました。 

 先ほど御説明がありましたように、国から数字が一定提示されるわけですけれども、愛

知県の地域としての特徴というのを踏まえまして、毎年、若干調整をさせていただいてい

るということと、あと、今回はデジタル分野の上乗せがあるということで、そちらのほう

のコースの増設というようなことも出てくるのかなというふうに伺いました。 

 何か御質問はございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。数字が確定す

るのはもうちょっと後なんですよね、たしか。そうですよね。確定したらまた教えていた

だけるということで、よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、これをもちまして、本日予定されておりました議題につきまして全て

御議論いただくことができました。御協力、誠にありがとうございました。 

 進行を事務局にお返しします。 

【事務局（菊池）】  金井会長、ありがとうございました。また、委員の皆様におかれ

ましても、熱心に御協議、御意見いただきまして、誠にありがとうございました。 

 本日の議事はこれにて終了といたします。 

 先ほど金井会長や委員の皆様からいただきました御意見等を踏まえまして、地域の人材

育成に貢献できる公的職業訓練を今後も運営していくとともに、令和６年度、来年度の職

業訓練実施計画の策定を進めていくことといたします。委員の皆様におかれましては、引

き続きの御支援と御協力をお願いいたします。 

 以上をもちまして、令和５年度第１回愛知県地域職業能力開発促進協議会を終了いたし

ます。本日は誠にありがとうございました。 

 

── 了 ── 


